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１ 地球温暖化問題                                                          

地球温暖化とは経済活動の拡大により、大気中の二酸化炭素（CO2）等の温室効果ガスの濃

度が増加し、これに伴って太陽からの日射と地表面から放出する熱の一部がバランスを超え

て温室効果ガスに吸収されることにより、地表面の温度が上昇する現象です。 

 

 

温室効果の仕組み 

可視光を中心とする太陽の光は大気を素

通りして、地面を暖めます。これにより、暖

められた地表は赤外線を放射します。大気中

に存在する水蒸気や二酸化炭素などのガス

は、この赤外線を吸収するため、地表から地

球外に逃げようとする熱を取り込みます。そ

の結果、地表面付近の大気が暖められ、これ

を「温室効果」といいます。 

現在の地球は大気中にこうした温室効果

を持つガスが存在することによって人間や

多くの生物が生きるのに適した平均 14℃前

後の気温に保たれています。もし大気中に温

室効果を持つガスがなければ、マイナス

19℃くらいになってしまいます。 

 

 

こうした気温上昇は、地球の気流や海流などに影響を与え、地球のバランスを崩すこと

になるため、気候変動とも呼ばれます。 

地球温暖化が進むと、異常高温（熱波）や大雨・干ばつが増加するほか、早い春の訪れな

どによる生物活動の変化や、水資源や農作物への影響など、自然生態系や人間社会への様々

な影響が懸念されており、その影響はすでに一部現れていると言われています。このまま

温室効果ガスを持つガスの濃度が上昇すると、将来、地球の気温はさらに上昇すると予想

され、水、生態系、食糧、沿岸域、健康などに、より深刻な影響が生じると考えられていま

す。 

 

 

 

 

第１章 背景 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター   
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現在、「温室効果ガス」として指定されているものは二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、

一酸化二窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン（HFC）、パーフルオロカーボン（PFC）、六

ふっ化硫黄（SF6）、三ふっ化窒素（NF3）の７種類です。この７種類のガスを削減すること

が必要となっています。７種類のガスの他に水蒸気も温室効果ガスを有しますが、人間の

活動によって大きく増減するものではなく、私たち人間の力で直接調整ができるものでは

ないことから、温室効果ガスとして指定されていません。ただし、温室効果ガスが増加し、

気温が上昇すると、その結果、大気中の水蒸気も増えてしまい、二重三重に温暖化が進ん

でしまうことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 
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国連気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change、

以下「IPCC」という。）第６次評価報告書によると、2011～2020 年の世界平均気温は工業

化前と比べて約 1.09℃上昇しており、陸域では海面付近よりも 1.4～1.7 倍の速度で気温

が上昇しているとのことです。 

人間活動が温暖化させてきたことに疑う余地がないとされ、このままでは 2100 年の平

均気温は、温室効果ガスの排出量が最も多い、最悪のシナリオの場合には最大 5.7℃上昇す

ると発表されています。 

 

また、日本の年平均気温は 100 年あたり約 1.35℃の割合で上昇しており、世界の年平

均気温が 100 年あたり約 0.77℃であることと比較すると、２倍近い上昇率になっていま

す。特に 1990 年代以降、高温となる年が頻出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 



4 

２ 日本の現状                                

  2021 年における世界の二酸化炭素排出量において、日本は、全世界の 3.0％を排出して

おり、国別では、中国、アメリカ、インド、ロシアに次いで世界で５番目に多く温室効果

ガスを排出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6 年 4 月 12 日に環境省より公表された「2022 年度（令和 4年度）の温室効果ガス

排出・吸収量について」によると、2022 年度の日本の温室効果ガス排出量は約 11億

3,500 万トンで、2013 年度比 19.3％の減少となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 
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出典：環境省「2022 年度（令和 4 年度）の温室効果ガス排出量について 

（令和 6 年 4 月 12 日） 

出典：環境省「2022 年度（令和 4 年度）の温室効果ガス排出量について 

（令和 6 年 4 月 12 日） 



6 

我が国の温室効果ガス排出量の推移（1990 年～2005 年）       [百万トン CO2換算] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2006 年～2022 年）                       [百万トン CO2換算] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省「2022 年度（令和 4 年度）の温室効果ガス排出量について 

（令和 6 年 4 月 12 日） 
 

※P9～P11 の温室効果ガス別の排出量の表も同様 

※二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素は年度（当該年の４月～翌年３月）の集計値、

HFCs、PFCs、SF6、NF3は暦年（当該年の１月～12 月）の集計値を表す 

※ＧＷＰ：地球温暖化係数 
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■二酸化炭素 

2013 年度日本の二酸化炭素の総排出量は、約 13 億 1,100 万トン、1990 年度の二酸化炭

素総排出量に比べて 13.6％の増加となっています。2008 年度後半の金融危機の影響によ

る景気後退に伴い、産業部門をはじめとする各部門のエネルギー消費量が大幅に減少した

ことから、二酸化炭素排出量も減少しました。しかし、2009 年度以降の景気回復と共

に、二酸化炭素排出量も増加傾向にあり、更に二酸化炭素排出量を削減するための取組が

求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター   
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排出部門別でみると、工場などの産業部門が 34％を占めますが、1990 年度に比べると

産業部門の排出は 30.3％減少しました。総排出量の 18.5％を占める運輸部門は 1990 年度

比で 7.7％減少しています。また、オフィスなどの業務その他部門からの排出は 1990 年

度比で 36.6％増加、家庭部門も 25.4％増加していることから、オフィスや家庭での二酸

化炭素削減は急務となっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：環境省「2022 年度（令和 4 年度）の温室効果ガス排出量について 

（令和 6 年 4 月 12 日） 

（単位：百万トン） 
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■メタン 

2022 年度のメタン排出量は、2021 年度比で約 1.7％減少しており、2013 年度と比べる

と約 8.6％減少しました。部門別にみると、2013 年度比では全体的に減少傾向にありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■一酸化二窒素 

2022 年度の一酸化二窒素の排出量は 2021 年度比で約 1.9％減少しており、2013 年度と

比べると約 13.3％減少しました。部門別にみても、2013 年度比では全部門において減少

傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万トン CO2 換算） 

（単位：百万トン CO2 換算） 
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■HFCs,PFCs,SF6 

HFCs、PFCs、SF6のうち、HFCs の排出量は増加し、PFCs 及び SF6は、近年排出量が大幅

に減少しています。 

これは、オゾン層を破壊する物質を規制するモントリオール議定書のもと、カーエアコ

ンなどの冷媒や断熱材製造の分野で、CFCs(フロン)、HCFCs(代替フロンの一つ)からオゾ

ン層を破壊しない物質(特に HFCs)への転換が本格的に始まり、HFCs の排出量が増加して

いるためと考えられます。 

2022 年度における各気体の排出量について、HFCs は 2013 年度比で約 52.1％増加、

PFCs は 2.1％増加、SF6は 8.9％減少しました。 

 

HFCs の排出量 

 

 

PFCs の排出量 

 

（単位：百万トン CO2 換算） 

（単位：百万トン CO2 換算） 
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SF6の排出量 

 

 

■NF3 

2022 年度の三ふっ化窒素の排出量は 2013 年度比で約 77.6％減少しました。部門別で

は、半導体・液晶製造部門における排出量増加しており、2013 年度比で約 80.1％増加して

おり、全体のシェアの 94.3％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万トン CO2 換算） 

（単位：百万トン CO2 換算） 
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３ 国際的な取組と日本の対応                         

  地球温暖化防止対策としての国際的な取組は、1992 年に国連が「気候変動に関する国

際連合枠組条約（UNFCCC）」を採択し、1997 年に京都で開かれた第３回条約締約国会議

（COP3）では、先進国に温室効果ガスの排出削減を義務付ける京都議定書がまとまりまし

た。京都議定書では、温室効果ガス排出量の削減目標が先進国ごとに設定され、国際的な

協調による排出量の削減を促進する仕組も導入されました。日本の削減目標は、2008～

2012 年の５年間の平均排出量を、基準年（二酸化炭素については 1990 年）比６％削減す

ることとされました。その後、京都議定書の後継となる新たな国際合意を目指し、2011

年 11 月に開催された第 17 回締約国会議（COP17）において、全ての国を対象とした 2020

年以降の新しい枠組みをつくることが決定され、2015 年に開催される第 21 回締約国会議

（COP21）で合意することを目指し、議論を続けることになりました。 

このような国際的な動きを受けて、日本では「地球温暖化対策の推進に関する法律」が

平成 10年 10 月に公布され、地球温暖化対策への取組として、国、地方公共団体、事業者

及び国民それぞれの責務を明らかにするとともに、国、地方公共団体による実行計画の策

定、事業者の温室効果ガス排出量の算定報告公表制度の導入など、各主体の取組を促進す

るための法的枠組みが整備されました。 

さらに、削減目標の達成に向けた具体的な取組として、平成 10 年６月に「地球温暖化

対策推進大綱」（旧大綱）が策定され、平成 14年３月には新大綱が策定され、その後、京

都議定書の発効を受けて、平成 17年４月に「京都議定書目標達成計画」が定められまし

た。この計画においては、京都議定書で定められた削減目標の達成に向けた対策の基本的

な方針が示されると共に、温室効果ガスの排出削減、森林吸収等に関する具体的な対策、

施策が示され、特に地方公共団体に期待される事項も示されました。こうした取組の結

果、日本は京都議定書の削減目標については、海外での削減量も含めて達成することがで

きました。 

その後、日本は京都議定書第二約束期間（平成 25 年～令和 2 年）には参加せず、「京都

議定書目標達成計画」は平成 24 年度末を以て終了しました。平成 25 年度以降について

は、第 16回締約国会議（COP16）でのカンクン合意に基づき、令和 2年（2020 年）まで

の削減目標の登録と、その達成に向けた進捗の国際的な報告・検証を通じて、引き続き地

球温暖化対策に積極的に取り組んでいくものとされました。政府は、地球温暖化対策を切

れ目なく推進する必要性に鑑み、新たな計画の策定に至るまでの間にも、地方公共団体、

事業者及び国民において、それぞれの取組状況を踏まえ、京都議定書目標達成計画に掲げ

られたものと同等以上の取組を引き続き支援し、加速を図ることとしました。 

こうした経緯の中、平成 27 年 12 月の第 21 回締約国会議（COP21）においてパリ協定が

採択されました。パリ協定は京都議定書の採択以来 18 年ぶりとなる法的拘束力を持つ国

際的な枠組みであり、途上国を含むすべての国が温室効果ガス削減に取り組むという画期

的なものとなりました。パリ協定を踏まえた日本の地球温暖化対策については、約束草案

で示した中期目標（2030 年度に 2013 年度比 26.0％減、2005 年度比 25.4％減）の達成に

向けて、我が国として世界に率先して対策の推進に取り組むこととしています。 
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決定場所・時期 
フランスのパリで開催された気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）

にて、2015 年 12 月 12 日に採択。 

対象 196 カ国・地域 

目的 
産業革命（18 世紀～19 世紀）からの気温上昇 2.0℃より十分抑えるとともに、

1.5℃未満を目指し、努力する。 

概要 

・2023 年から５年毎に世界全体の温室効果ガス排出削減状況を検証する。 

・全ての国に削減目標の作成とその提出を行う５年毎の見直しを義務付ける。 

・地球温暖化対策被害を軽減するための世界全体の目標を設定する。 

・先進国に途上国支援の資金拠出を義務付けるが、新興国等も自発的に 

拠出することを勧める。 

・先進国は現在の約束よりも多い資金を途上国に拠出する。 

 

その後、「地球温暖化対策計画」は令和３年 10月に改訂され、温室効果ガスの排出量を 

2030（令和 12）年度までに 2013（平成 25）年度比で 46%削減、2050（令和 32）年度まで

に温室効果ガス排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」を目指すことに変

更されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パリ協定の概要 

出典：環境省ホームページ「脱炭素ポータル」 

COP での主要なできごと 
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４ 埼玉県の取組                               

埼玉県では、県民、事業者、環境保全団体、行政など地域総ぐるみで地球温暖化対策を

推進し、低炭素社会を実現するため、平成 21 年３月「埼玉県地球温暖化対策推進条例」

を制定し、同年４月に施行しました。さらに、「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション

2050（埼玉県地球温暖化対策実行計画）」（平成 21 年２月策定、平成 27年３月改訂）及び

「地球温暖化への適応に向けて～取組の方向性～」（平成 28 年３月策定）により地球温暖

化対策に取り組んできました。 

しかし、近年の災害・異常気象の頻発や気温上昇による熱中症救急搬送者数の増加な

ど、気候変動の影響がすでに顕在化しており、地球温暖化対策は「待ったなし」の課題と

なっています。 

これら地球温暖化の影響の深刻化や情勢の変化を踏まえ、地球温暖化対策をさらに進め

ていくために、本県では「埼玉県地球温暖化対策実行計画（第２期）」（令和２年３月策

定、令和５年３月改正）において、2030（令和 12）年度における埼玉県の温室効果ガス

排出量を 2013（平成 25）年度比で 46％削減するという目標を掲げ、取組を行っていま

す。 

   

 

 

策定年月 

改正年月 

令和２年３月策定 

令和５年３月改正 

計画期間 令和２年度～令和 12 年度 

目指すべき 

将来像 
カーボンニュートラルが実現し、気候変動に適応した持続可能な埼玉 

概要 

・国における地球温暖化対策推進法の改正やロシアによるウクライナ侵略

など、国内外の情勢の変化や地球温暖化の影響の深刻化を踏まえ、カ

ーボンニュートラルを実現すべく、新たな目標を定めた。 
 

・2030（令和 12）年度における埼玉県の温室効果ガス排出量を 2013（平成

25）年度比 46％削減を目指す。 
 

・計画推進の方向性として、「全ての主体が協働した「ワンチーム埼玉」で

の対策の推進」、「カーボンニュートラルの実現に向けた緩和策の推進」、

「持続可能なまちづくりやサーキュラーエコノミー（循環経済）への移行」

「気候変動への適応策の推進」を定め、目指すべき将来像の実現に向け

て行政、事業者、県民、NPO などの各主体がそれぞれの責任と役割を果

たし、着実に推進する。 

 

埼玉県地球温暖化対策実行計画（第２期）（改正版）の概要 
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５ 宮代町の取組                             

宮代町では、平成 13 年３月に「自然の恵みを長く受けつぐ 水とみどりのまち 宮代」

を目指す環境像として位置づけ、自ら的確に行動していくためのみちしるべとして、「宮代

町環境基本計画」を策定し、自然環境等の保全に努めてきました。 

その後、町及び職員が地球温暖化対策を率先して実行するための行動指針として、「宮代

町地球温暖化対策実行計画※１」を策定し、町の事務・事業に関わる温暖化対策を推進し

てきました。 

 

 

 

 

そして、令和５（2023）年２月には、脱炭素社会の実現のため、「ゼロカーボンシティ」

を宣言し、令和 32（2050）年に二酸化炭素の排出量を実質ゼロとすることを目指すことの

ほか、「宮代町公共施設太陽光発電導入調査」を実施し、調査結果をもとに町内公共施設へ

の太陽光発電設備の導入を進めています。 

さらに、令和６年 10 月には、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組を加速させるた

め、産業・学術・行政による官民連携の推進体制として「宮代町ゼロカーボン推進協議会」

を設立しました。宮代町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定のほか、個別具体

的な施策を中心に、企画・実施を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 宮代町地球温暖化対策実行計画（第１次）：平成 14（2002）年度～平成 18（2006）年度 

宮代町地球温暖化対策実行計画（第２次）：平成 20（2008）年度～平成 25（2013）年度 

宮代町地球温暖化対策実行計画（第３次）：平成 30（2018）年度～令和 12（2030）年度 

＜ゼロカーボンシティ宣言文> 

 

近年、気候変動が一因と考えられる異常気象が世界各地で発生し、日本におき

ましても、激甚な豪雨・台風災害などが頻発しており、町内でも雹(ひょう)による

被害やゲリラ豪雨、高温障害など、農作物への被害をはじめ、町民の皆様の暮ら

しに大きな影響が出ています。 

 

こうした中、国は、2050 年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにし、脱

炭素社会の実現を目指すことを宣言するとともに、2030 年度における温室効果

ガスを「2013 年度から 46%削減することを目指すこと、さらに、50%の高みに向

け挑戦を続けること」を表明いたしました。 

 

当町におきましても、地球温暖化対策に関する取り組みを、町民、事業者、行政

が一体となって推進し、豊かな自然を後世に残していくため、ここに「ゼロカーボンシ

ティ」を宣言し、町の事務・事業のみならず、町全体で温室効果ガスの発生抑制

に向けた具体的な取組みをこれまで以上に推進し、「宮代町として 2050 年まで

に温室効果ガスの排出ゼロ」を目指してまいります。 

令和５年２月１６日 

ゼロカーボンシティ宣言文及び環境大臣メッセージ 
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１ 計画の目的                                

本計画は、町が自らの事務・事業に伴って排出する温室効果ガスの削減に率先して取り

組むことにより、地球温暖化対策の推進を図ることを目的とします。 

 

２ 計画の対象範囲                                

地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「法律」という。） 第 21 条に基づき策定する

本計画の対象とする範囲は、下表に掲げる町の行う事務・事業とし、出先機関を含めた組

織や施設を対象とします。 

なお、今後、本計画期間内に建設される施設についても対象とするものとします。 

 

計画対象施設等一覧 

庁舎内対象課 庁舎外対象施設 

総務課  

企画財政課  

地域支援課 コミュニティセンター進修館 

くらし安全課  

環境資源課  

福祉課  

子育て支援課 みやしろ保育園、国納保育園 

健康介護課 保健センター 

産業観光課 新しい村 

まちづくり建設課 
第 1 浄水場、第 2 浄水場、宮東配水場、第一中継ポンプ場、 

第二中継ポンプ場、農業集落排水処理場 

未来のまち整備課  

教育推進課 
学校給食センター、公民館、宮代町立図書館、宮代町総合運動公園、

宮代町郷土資料館、町内小・中学校 

住民課  

税務課  

会計室  

議会事務局  

 

※教育推進課所管の小・中学校（須賀小学校、百間小学校、東小学校、笠原小学校、須賀中

学校、百間中学校、前原中学校）については、2018（平成 30）年度及び 2020（令和２）

年度にエアコンが導入されたため、2013（平成 25）年度実績値にエアコン導入に伴うエ

ネルギー使用想定量を加算して推計する。 

 

第２章 計画の基本的事項 
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３ 対象とする温室効果ガス                          

本計画の対象となる温室効果ガスの種類は、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二

窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン（HFC）、パーフルオロカーボン（PFC）、六ふっ化硫

黄（SF6）、三ふっ化窒素（NF3）の７種類のガスとしますが、このうちパーフルオロカーボ

ン（PFC）、六ふっ化硫黄（SF6）、三ふっ化窒素（NF3）は、現在の町の事務・事業に関して該

当するものはありません。 

温室効果ガスの種類 

ガスの種類 人為的な発生源 
宮代町における 

算定対象物質・影響要因 

二酸化炭素 

（ＣＯ2） 

エネルギー起源 

電気の使用や暖房用灯油、

自動車用ガソリン等の使用

により排出される。温室効

果ガスの中では温室効果へ

の寄与が最も大きい。 

・ ガソリン、軽油、灯油、Ａ

重油、LPG、都市ガスの使用

量 

・ 電気使用量 

 

非エネルギー起源 
廃プラスチック類の焼却等

により排出される。 

メタン 

（ＣＨ４） 

自動車の走行や、燃料の燃焼、生活排水の処理、

一般廃棄物の焼却、廃棄物の埋立等により排出さ

れる。 

二酸化炭素と比べると重量あたり約 28 倍の温室

効果がある。 

・ 自動車の走行量 

・ 浄化槽の使用人員 

 

一酸化二窒素 

（Ｎ２Ｏ） 

自動車の走行や燃料の燃焼、生活排水の処理、一

般廃棄物の焼却等により排出される。 

二酸化炭素と比べると重量あたり約 265 倍の温

室効果がある。 

・ 自動車の走行量 

・ 浄化槽の使用人員 

 

ハイドロ 

フルオロカーボン 

（ＨＦＣ） 

カーエアコンの使用・廃棄時等に排出される。 

二酸化炭素と比べると重量あたり約 4～12,400

倍の温室効果がある。 

・ 自動車エアコンディショ

ナー使用時の排出量（自動

車保有台数） 

パーフルオロ 

カーボン 

（ＰＦＣ） 

半導体の製造、溶剤等に使用され、製品の製造・

使用・廃棄時等に排出される。 

二酸化炭素と比べると重量あたり約 6,630～

11,100 倍の温室効果がある。 

・ 本町においては該当なし 

六ふっ化硫黄 

（ＳＦ６） 

電気設備の電気絶縁ガス、半導体の製造等に使用

され、製品の製造・使用・廃棄時等に排出される。 

二酸化炭素と比べると重量あたり約 23,500 倍の

温室効果がある。 

・ 本町においては該当なし 

三ふっ化窒素 

（ＮＦ３） 

半導体製造でのドライエッチングや CVD 装置の

クリーニングにおいて用いられている。 

二酸化炭素と比べると重量あたり約 16,100 倍の

温室効果がある。 

・ 平成 27 年４月１日施行 

・ 本町においては該当なし 
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４ 計画期間、基準年度                            

本計画の期間は、2018（平成 30）年度から 2030（令和 12）年度までの 13 年間としま

す。ただし、目標の達成状況等を踏まえ、必要に応じ見直しを行うものとします。 

 また、本計画の基準年度は、2013（平成 25）年度とします。 

 

５ 計画の位置づけ                           

本計画は法律第 21 条に基づき、町の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出量の削減

並びに森林等の吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策定するものです。 

宮代町地球温暖化対策実行計画の推進にあたっては、上位計画である「第５次宮代町総

合計画」と連携・補完を図りつつ、地球温暖化対策を含めた様々な環境課題に取り組んで

行くこととし、各種関連計画との一体的な促進を図るよう配慮します。 

本計画は、これら町の上位計画の理念に則り、宮代町の職員一人ひとりが地球温暖化対

策に取り組むための具体的な指標を示し、町が自ら排出する温室効果ガスの排出削減を図

るための行動計画として位置づけるものです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の位置付け 

県 
国 

地球温暖化対策の推進に関する法律 

地球温暖化対策計画 埼玉県地球温暖化対策実行計画 

連携・整合 

宮代町地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 
宮代町公共施設等総合管理計画 
宮代町一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 

宮代町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

宮
代
町
総
合
計
画 連携・整合 

連
携
・
補
完 
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継続的改善

ＰＬＡＮ

ＤＯ

ＣＨＥＣＫ

ＡＣＴ

温室効果ガス排出抑制のための計画

計画の実行

点検・評価

計画の見直し

なお、本計画は計画の進捗状況を点検して必要な場合は見直し、継続的に改善していく

こととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画のＰＤＣＡサイクル 
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１ 事務・事業の範囲における温室効果ガス排出量の算定方法           

町の事務・事業から発生する温室効果ガス総排出量を把握するため、2016（平成 28）年

度の二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素及びハイドロフルオロカーボン類の排出量を、

「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン（環境省 平成 29年３月）」（以下、「ガイ

ドライン」という。）に基づき算定しました。 

 

その結果、2013（平成 25）年度の町の事務・事業から発生する温室効果ガス排出量は

3,076 t-CO2（3,075,639 kg-CO2）※となっています。施設別の温室効果ガス排出量につい

てみると、宮代町総合運動公園からの排出量が最も多く全体の 15.3％を占めており、次い

で、第２浄水場が 12.4％、学校給食センターが 10.3％となっています。ガス種別の温室

効果ガス排出量の割合をみると、約 99％を二酸化炭素が占めています。次いでメタン、一

酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボンとなっています。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

※本計画の温室効果ガス排出量の算定に用いる排出係数は、地球温暖化対策の推進に関する施行令

（平成 27 年３月 31 日一部改正）に基づいています。なお、購入電力排出係数は環境省で公表（平

成 25 年度実績 平成 27 年８月公表）された以下の係数を用いています。 

 購入電力排出係数 

 東京電力エナジーパートナー株式会社 0.000531 t-CO2/kWh 

 

 

 

 

温室効果ガス 排出量(kg-CO2) 

二酸化炭素 3,038,116 

メタン 23,770 

一酸化二窒素 12,851 

HFC134a 901 

合  計 3,075,639 

第３章 温室効果ガス排出量 

基準年度 温室効果ガス別排出量及び排出量割合（平成 25年度） 
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0 100 200 300 400 500 600

宮代町総合運動公園

第２浄水場

学校給食センター

庁舎合計

宮東配水場

第１浄水場

宮代町立図書館

須賀中学校

コミュニティセンター進修館

笠原小学校

新しい村

百間中学校

第一中継ポンプ場

前原中学校

百間小学校

須賀小学校

東小学校

農業集落排水処理場

国納保育園

みやしろ保育園

郷土資料館

公民館

保健センター

第二中継ポンプ場

電気 ガソリン 灯油 軽油 A重油 液果石油ガス（LPG） 都市ガス 自動車走行 浄化槽

基準年度 施設別温室効果ガス排出量（平成 25年度） 

 

 

 

   

 

   

  

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

（t-CO2） 

470.6（15.3％） 

382.6（12.4％） 

316.2（10.3％） 

230.7（7.5％） 

194.5（6.3％） 

153.5（5.0％） 

128.5（4.2％） 

119.4（3.9％） 

113.9（3.7％） 

106.1（3.4％） 

103.6（3.4％） 

94.7（3.1％） 

93.9（3.1％） 

93.8（3.0％） 

90.9（3.0％） 

84.3（2.7％） 

78.9（2.6％） 

59.8（1.9％） 

36.3（1.2％） 

33.0（1.1％） 

28.5（0.9％） 

25.5（0.8％） 

19.3（0.6％） 

17.2（0.6％） 
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各施設別の温室効果ガス排出量内訳（平成 25 年度）  

 

施設名 

エネルギー用途別温室効果ガス排出量（t-CO2） 

電気 ガソリン 灯油 軽油 Ａ重油 
液化石油ガス 

(LPG) 
都市ガス 

自動車 

走行 
浄化槽 合計 

宮代町総合運動公園 290.7 2.6 0.1 1.6 159.1 0 0 0 16.4 470.6 

第２浄水場 382.6 0 0 0 0 0 0 0 0 382.6 

学校給食センター 124.2 0 0 0 190.2 0 0 0 1.8 316.2 

庁舎合計 168.3 60.0 1.2 0 0 0 0 1.3 0 230.7 

宮東配水場 194.2 0 0 0 0 0 0 0 0.3 194.5 

第１浄水場 153.5 0 0 0 0 0 0 0 0 153.5 

宮代町立図書館 112.6 0 2.2 0 0 0 0 0  13.8 128.5 

須賀中学校 92.3 0 7.0 0 0 14.1 0 0 6.0 119.4 

コミュニティセンター進修館 113.9 0 0 0 0 0 0 0 0 113.9 

笠原小学校 68.7 0 10.5 0 0 17.5 0 0 9.4 106.1 

新しい村 73.9 0 7.8 15.3 0 5.9 0 0 0.6 103.6 

百間中学校 65.1 0 7.5 0 0 14.5 0 0 7.7 94.7 

第一中継ポンプ場 93.6 0 0 0 0.3 0 0 0 0 93.9 

前原中学校 68.8 0 5.9 0 0 13.5 0 0 5.7 93.8 

百間小学校 61.6 0 5.4 0 0 13.8 0 0 9.9 90.9 

須賀小学校 53.1 0 4.4 0 0 17.5 0 0 9.3 84.3 

東小学校 47.4 0 4.0 0 0 19.7 0 0 7.8 78.9 

農業集落排水処理場 59.8 0.02 0 0 0 0 0 0 0 59.8 

国納保育園 29.9 0.3 0 0 0 6.1 0 0.01 0 36.3 

みやしろ保育園 26.2 0 0 0 0 0 6.8 0 0 33.0 

郷土資料館 26.3 1.0 0 0 0 0 0 0.04 1.2 28.5 

公民館 24.1 0 0 0 0 0 0 0 1.4 25.5 

保健センター 18.6 0.4 0 0 0 0 0 0.02 0.3 19.3 

第二中継ポンプ場 17.2 0 0 0.02 0 0 0 0 0 17.2 

※端数処理のため、各欄の合計値と合計欄の数値とが一致しない場合がある。 
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１ 数値的な目標                               

  本計画では、国が改定した「地球温暖化対策計画」（令和３年 10 月 22 日閣議決定）に

おいて示された温室効果ガス削減目標（※1）に基づき、2013（平成 25）年度を基準年と

して、2030（令和 12）年度までに 50％削減することを目標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※1）平成 27年のＣＯＰ21において採択されたパリ協定を受け、令和３年に国が改定した「地

球温暖化対策計画」（令和３年 10 月 22 日閣議決定）において、温室効果ガスを 2030（令

和 12）年度までに 2013（平成 25）年度比 46％削減すること、さらに 50%の高みに向けて

挑戦を続けるとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,076 t-CO2  (3,075,639 kg-CO2) 

第４章 目標と基本方針 

1,538 t-CO2  (1,537,820 kg-CO2) 

長期目標（令和 12 年度） 

50％削減 
（▲1,538 t-CO2） 

基準年度（平成 25 年度実績） 
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２ 目標達成に向けた削減内訳 

目標の達成に向けた見通しについては、省エネルギー化推進による削減と再生可能エネ

ルギー導入推進による削減、その他総合的な地球温暖化対策により、温室効果ガスの削減

を図っていきます。 

省エネルギー化推進については、公共施設へのＬＥＤ照明導入や断熱化、次世代自動車

の導入、省エネ型の事務機器の導入などの対策を実施するとともに、電力等エネルギー使

用量や物品等の節約、エコドライブの推進など、日常活動の省エネ化を推進します。 

また、再生可能エネルギー導入推進については、令和５年度に実施した「宮代町公共施

設太陽光発電導入調査」で把握したポテンシャルの 50％を導入目標として設定します。太

陽光発電設備導入による温室効果ガス削減を目指す一方、公共施設の規模や投資回収、費

用対効果も考慮し、再エネ電力プランの活用も視野に入れて、総合的に電力等エネルギー

の脱炭素化を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 「省エネルギー化推進」と「再生可能エネルギーの導入推進」のほか、「総合的な地

球温暖化対策（令和 12(2030)年度削減目標 550ｔ-Co2）」によって脱炭素化を図っ

ていきます。 

 

 

【主な対策】 

・建物の省エネルギー化（高効率化、断熱化など）の 

推進 

・省エネ性能の高い機器の導入・検討 

・公用車の次世代自動車（ＥＶ・ＨＶ・ＰＨＥＶなど）

へ導入推進 

省エネルギー化推進 

 

令和 12 年度削減目標 

630ｔ-Co2 

【主な対策】 

・公共施設への太陽光発電設備の導入推進 

・町有地への太陽光発電設備の導入の検討 

・再生可能エネルギー由来電力プランへの切替を検討 

再生可能エネルギー

の導入推進 

 

令和 12 年度削減目標 

358ｔ-Co2 



25 

３ 目標達成に向けた取組の基本方針  

本計画の目標を達成するためには、定期的にエネルギー使用状況の把握・評価を行うと

ともに、計画的な省エネ機器への転換や再生可能エネルギーの導入を図ることが重要で

す。 

今後、職員の省エネ行動をより一層強化するとともに、規模の大きい施設において二酸

化炭素排出係数の少ない燃料に転換することや建物の断熱化、省エネ型機器の導入など、

ハード面の対策を合わせて行っていくことが重要です。また、温室効果ガスの排出抑制へ

の間接的な取組に関しても、物品の節約、節水に務め、次世代自動車（ＥＶ・ＨＶ・ＰＨＥ

Ｖなど）の導入を段階的に進めていくことも必要です。 

なお、計画実現には、職員一人ひとりの意識と行動が重要となります。よって、本計画

期間においては、次のような事項に特に配慮して、積極的に地球温暖化対策を推進するこ

ととします。 

 

方針１ 省エネルギー・省資源活動の実践 

町の事務・事業にあたり、空調設備、照明設備、パソコンなどにより多くのエネルギーを

使用しています。また、事務用品やコピー紙などの資源も大量に使用しています。職員一人

ひとりが自覚を持って行動することにより、省エネルギー化・省資源化を推進します。 

 

方針２ 公用車からの温室効果ガスの抑制 

 公用車の新規購入・更新にあたっては、計画的に次世代自動車（ＥＶ・ＨＶ・ＰＨＥＶな

ど）の導入を進めるとともに、エコドライブ等の取組を徹底することにより、燃料使用量の

削減を図り、公用車からの温室効果ガス排出量を削減します。 

 

方針３ 公共施設の省エネルギー化の推進 

 公共施設の新設及び改築にあたっては、ＺＥＢに近づけることを検討し、施設の高効率化

や断熱化など省エネ化を目指します。また、設備の導入にあたっては、計画的に高効率な機

器の導入を検討します。二酸化炭素排出係数の少ない燃料への転換及び電気事業者の選定、

施設の廃止統合についても検討し、エネルギー使用量の削減に努めていきます。 

 

方針４ 公共施設の再生可能エネルギー等の導入促進 

 令和５年度に実施した「宮代町公共施設太陽光発電導入調査」をもとに、町内公共施設へ

の太陽光発電設備の導入を順次予定しています。また、費用対効果等により設備の導入が困

難な公共施設については、再生可能エネルギー由来電力プランへの切替を検討し、公共施設

で使用するエネルギーの脱炭素化を図っていきます。 

 

方針５ 総合的な地球温暖化対策 

 省エネルギー対策や再生可能エネルギーの導入に限らず、廃棄物対策や緑化推進、省エネ

行動に向けた職員の意識向上など、多様な手法を用いて、総合的かつ全庁的な取組へと展開

します。 
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１ 目標達成に向けた取組体系 

  温室効果ガスの削減のためには下記の取組体系を基に、次節に掲げた取組項目を実施し

ていくこととします。下記の項目に関わらず、新たな知見により温室効果ガス排出量の削

減に有効な取組項目を見つけた場合には、自治体経営会議など庁内会議での協議を踏ま

え、取組の追加や変更等を行うこととします。 

また、町、事業者、大学で組織する「宮代町ゼロカーボン推進協議会」と連携し、意見

交換をすることで、より効果的な施策を検討・実践していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省エネルギー化推進 

再生可能エネルギーの導入推進 

方針１ 省エネルギー・省資源活動の実践 

方針２ 公用車からの温室効果ガスの抑制 

・電気エネルギー使用量の削減   ・冷暖房用燃料使用量等の削減 

・用紙類の購入・使用・廃棄上の配慮  等 

第５章 温室効果ガスの削減に向けた取組 

温

室

効

果

ガ

ス

の

削

減 

方針３ 公共施設の省エネルギー化の推進 

・公用車燃料使用量の削減 

・次世代自動車（EV・HV・PHEV など）の計画的な導入  等 

・公共施設の ZEB 化の検討   ・省エネ診断等の実施 

・デマンド監視システムの導入 

方針４ 公共施設の再生可能エネルギー等の導入推進 

・公共施設への再生可能エネルギーの導入 

・再生可能エネルギー由来の電力プランへの切替 

方針５ 総合的な地球温暖化対策 

・事業者との連携    ・職員意識の向上 

・緑化推進 

その他総合的な対策 
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２ 目標達成に向けた取組項目 

（１）省エネルギー化推進 

 

方針１ 省エネルギー・省資源活動の実践 

   

取組項目 内容 具体的な取組例 

電
気

使
用
量
の
削
減 

空調設備の適正管理 

空調設備機器の保守管理を徹底する。 

空調設定温度は、過度な温度設定を控え、クールビズやウォ

ームビズを活用し調整する。 

ブラインドやカーテンの利用等で熱の出入りを調節する。 

照明設備の適正管理 

昼休み、残業時には業務に支障のない範囲内で不必要な照明

を消灯する。 

自然光で必要照度が得られる場合には、昼光利用し、照明塔

の使用を控える。 

不要な照明はこまめに消灯する。 

残業時間を削減し、照明灯の使用時間を短縮する。 

エレベーター使用の抑制 
エレベーターの使用は極力避け、階段を利用するよう努め

る。 

事務機器の適正使用 

電力消費機器を使用しないときは、こまめに電源を切る。 

帰宅する際には、パソコンの電源アダプターをコンセントか

ら抜くなどする。 

夜間・休日はプリンター等の主電源を切り、待機消費電力を

削減する。 

事
務
用
品
等
の
購
入
・
使
用
時
に 

お
け
る
配
慮 

紙製品等の 

購入・使用の抑制 

ＤＸの推進により会議資料のペーパーレス化を図る 

不要となったコピー用紙は、裏面印刷やメモ用紙として再利

用する。 

電子情報による文書・資料の共有化を推進し、紙の印刷を最

小限にする。 

事務用品等の購入時に 

おける配慮 

事務用品等の購入の際は、環境配慮型商品を優先的に購入す

る。 
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方針２ 公用車からの温室効果ガスの抑制 

   

取組項目 内容 具体的な取組例 

公
用
車
燃
料
使
用
量
の
削
減 

公用車の適正使用 

公用車を利用する際には、各課で調整して極力乗合にするな

ど自動車使用の削減を図る。 

アイドリングストップ、急発進・急加速を行わない等の環境

負荷を低減するエコドライブを実践する。 

タイヤの空気圧調整、黒煙排出状況の点検など車両整備を適

切に行う。 

公共交通機関の利用 
出張時には、自動車使用を避け極力公共交通機関を利用す

る。 

自転車の活用 町内出張時など可能な範囲で自転車を活用する。 

次
世
代
自
動
車
の 

計
画
的
な
導
入 

ＥＶ等の計画的な導入 

公用車の更新にあたっては、用途に応じて次世代自動車（Ｅ

Ｖ・ＨＶ・ＰＨＥＶなど）を検討し、導入を目指す。 

ＥＶ等の計画的な導入に合わせて、ＥＶ充電器やＶ２Ｈの導

入を検討し、効率的なエネルギー使用を目指す。 

 

方針３ 公共施設の省エネルギー化の推進 

   

取組項目 内容 具体的な取組例 

施
設
の
省

化 

公共施設のＺＥＢ化の検討 

公共施設を更新・新築の際には、ＺＥＢ化を検討する。 

エネルギー消費量を少なくするため、窓断熱やパッシブ効果

を考慮した設計を導入する。 

既存の公共施設については、窓や出入口など開口部の断熱を

検討する。 

エネルギー消費量の見える

化の促進 

電力需要を常時監視し、コントロールすることのできるデマ

ンド監視システムの導入を検討する。 

「宮代町ゼロカーボン推進協議会」と連携し、公共施設の温

室効果ガスの排出量の精緻化を図る。 

設
備
の
省

化 

ＬＥＤ照明の導入 
ＬＥＤ照明を導入することによって、照明の長寿命化・省エ

ネルギー化を図る。 

省エネ機器の導入 
パソコン、プリンター、複合機など電気製品の購入にあたっ

ては、電力消費の少ない機器を優先的に購入する。 

高効率な空調設備の導入 

空調設備の更新・導入にあたっては、コージェネレーション

システムやヒートポンプの導入を検討する。 

使用する燃料が天然ガスなどの温室効果ガス排出量の少ない

空調設備の導入を検討する。 
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（２）再生可能エネルギーの導入推進 

 

方針４ 公共施設の再生可能エネルギー等の導入推進 

   

取組項目 内容 具体的な取組例 

公
共
施
設
へ
の
再
生
可
能

の
導
入 

公共施設への 

太陽光発電設備の導入 

公共施設の屋上などの遊休スペース等に太陽光発電設備の導

入を検討し、再生可能エネルギーの活用を目指す。 

太陽光設備の導入とともに、蓄電設備の導入を検討すること

で、エネルギーの効率的な使用や災害時のレジリエンスの強

化を目指す。 

町有地への 

太陽光発電設備の導入 

町有地への太陽光発電設備の導入を検討し、再生可能エネル

ギーの活用を目指す。 

地中熱・太陽熱の導入検討 
公共施設への地中熱・太陽熱の利用について、情報収集を行

い導入を検討する。 

電
力
プ
ラ
ン
の

切
替 

再生可能エネルギー由来電

力プランへの切替 

再生可能エネルギーの導入が困難な公共施設には、再生可能

エネルギー由来電力プランへの切替を検討する。 

電力契約時など、可能な限り環境に配慮した再生可能エネル

ギーを選択し、ＣＯ２排出量の抑制に努める。 

 

 

（３）その他総合的な対策 

 

方針５ 総合的な地球温暖化対策 

   

取組項目 内容 具体的な取組例 

事
業
者
と
の 

連
携 

宮代町ゼロカーボン推進協

議会の運営 

「宮代町ゼロカーボン推進協議会」を運営し、町・日本工業

大学・事業者との連携を図る。 

職
員
の
意
識
向
上 

地球温暖化に関する職員へ

の普及・啓発 

職員に対し地球温暖化に関する情報（電気使用量等の影響な

ど）を提供し、温暖化対策への理解を深める。 

「ゼロカーボンアクション 30」や「デコ活データベース」を

活用し、職員の行動変容につなげる。 

町民への普及・啓発 

可能な限り脱炭素を意識した事業を展開し、町民に対しても

普及・啓発に努める。 

創エネ・省エネに対する効果や補助制度について、情報提供

をする。 

緑
化
推
進 

緑の維持・管理 敷地内の緑の維持・管理に努める。 
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１ 推進体制                                 

計画の推進を図るため、環境資源課環境推進担当が事務局となり、計画の進捗状況を検

証していきます。自治体経営会議や庁内課長会議を介して取組方針等を確認・検討・共有

し、計画内の施策を実行していくことで、目標達成を図っていきます。 

また、町、事業者、大学で組織する「宮代町ゼロカーボン推進協議会」と協力・連携を

し、町の取組や成果について、報告や意見を交わすことで、庁内の脱炭素化の取組を町域

全体に拡げていきます。 

 

＜宮代町地球温暖化対策実行計画 推進体制＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宮代町ゼロカーボン推進協議会】 

●脱炭素にかかる全町的な取組の推進 

●事業者、住民に対する普及・啓発 

第６章 計画の推進 

 【自治体経営会議・庁内課長会議】 
 

●各施策の取組方針案の検討 

●各取組（計画・目標）の進捗・達成状況の把握

と推進 

【全職員】 

●各取組の実践 

【事務局】 

環境資源課 環境推進担当 

●各取組の達成状況の取りまとめ 

●各年度の実績報告書の作成 

周知・指導・助言 報告 

指示・提案 報告・提示 

報告・計画案の提示 意見・要望 住
民
・
事
業
者 

普及・啓発 

公表 
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２ 目標値の達成度評価と取組の進捗状況の点検・評価・見直し        

(1)目標値の達成度評価 

達成度の評価は、その実施状況及び二酸化炭素の温室効果ガス総排出量等により行いま

す。なお、二酸化炭素等の温室効果ガス総排出量は、ガイドラインに基づき算定します。 

 

(2)取組の進捗状況の点検評価 

取組の進捗状況は事務局が点検します。点検の結果は、自治体経営会議等に報告しま

す。 

 

(3)目標や取組事項の見直し 

計画進捗状況の点検の結果により、必要な場合は目標や取組事項を適宜見直します。 

 

３ 計画の実施状況の公表                           

(1)職員への周知 

計画の実施状況については、全職員に周知します。実施状況については、各所属課

(局、課、所)において評価、見直しを行い、目標に向かって取組を推進します。 

 

(2)町民への公表 

計画の実施状況を町のホームページ等により年１回町民等に公表し、計画の進捗状況を

公表します。 


